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大
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安
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三

衆
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議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
緒
方
林
太
郎
君
提
出
Ｔ
Ｐ
Ｐ
農
業
対
策
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
緒
方
林
太
郎
君
提
出
Ｔ
Ｐ
Ｐ
農
業
対
策
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

農
林
水
産
分
野
の
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
（
以
下
「
Ｔ
Ｐ
Ｐ
」
と
い
う
。
）
関
連
対
策
に
つ
い
て
は
、
「
総
合
的

な
Ｔ
Ｐ
Ｐ
関
連
政
策
大
綱
」
（
平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
五
日
Ｔ
Ｐ
Ｐ
総
合
対
策
本
部
決
定
。
以
下
「
大
綱
」
と
い
う
。
）

に
基
づ
き
実
施
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
そ
の
額
は
、
毎
年
の
予
算
編
成
過
程
で
決
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

二
に
つ
い
て

既
存
の
農
林
水
産
予
算
の
額
は
、
他
の
予
算
と
同
様
、
毎
年
の
予
算
編
成
過
程
で
決
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
農
林
水
産

分
野
の
Ｔ
Ｐ
Ｐ
関
連
対
策
の
財
源
に
つ
い
て
は
、
大
綱
に
基
づ
き
、
既
存
の
農
林
水
産
予
算
に
支
障
を
来
さ
な
い
よ
う
政
府

全
体
で
責
任
を
持
っ
て
毎
年
の
予
算
編
成
過
程
で
確
保
す
る
も
の
と
し
て
い
る
。


